
新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓⼜」（コールセンター）の開設 

・愛知県では、従来から、一般相談窓ロや帰国者·接触者相談センターで、県民·事

業者の皆様の疑問や不安に対応してまいりましたが、休業協⼒要請の実施にあたり、
ワンストップで対応するコールセンターを開設して、様々なお問い合わせに即応い
たします。 

1. 窓⼜の名称 

愛知県新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓⼜」（コールセンター） 

2. 設置⽇ 
2020年 4⽉16⽇ 14:00~  

3. 開設時間 
9時から17時（⼟曜⽇·⽇曜⽇·祝⽇を含む毎⽇） 
※4⽉16⽇（⽊）、17⽇（⾦）は 20時まで 

4. 問合せ先 
電話番号：052-954-7453 
Eメール：sodan-corona@pref.aichi.lg.jp 

5. その他： 
新型コロナウイルス感染症の医療に関するご相談はこれまでどおり、⼀般相談窓⼜
及び帰国者接触者相談センターなどで受け付けます。また、より専⾨的な相談につ
いては、担当部署と連携し対応します。 
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く消費⽣生活に関する相談>

消費⽣生活総合センター

<雇⽤用に関する相談>

労働相談センター


く事業活動・経済に関する相談>
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[愛知県·市町村新型コロナウイルス感染症対策協⼒⾦について] 

・新型コロナウイルス感染症の休業要請に協力いただける事業者に対する協
力金を支給する制度を創設する。 

・制度の枠組みは、以下のとおり。 

対象：県の要請を受けて休業する地元中⼩事業者 

給付額：⼀事業者あたり定額で50万円 

スキーム：協⼒⾦の給付は市町村が実施県は、市町村の給付額の2分の1を交  　

付市町村の事務経費の2分の1も補助 

・協力金の対象とする事業者は、休業要請を行った遊興施設、大学、学習塾、
運動、遊戯施設、劇場、集会、商業施設 

・休業を要請しない食堂、レストラン、喫茶店等についても、休業要請に沿っ
た営業時間の短縮に応じる場合は、協力金を交付。 

・本日、名古屋市とは協力金の交付について合意。今後、県内の全ての市町
村に対し協力を要請。 
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